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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針

　（１）　被害の現状　（令和６年度）

計画期間 　令和８年度　～　令和１０年度

対象地域 　島根県大田市全域

被害の現状

品　　目 被害数値

水稲    4,374千円 308ａ

野菜 千円 　　ａ

果樹 千円 　　ａ

水稲 2,635千円 185ａ

野菜 全般 18千円 0.6ａ

果樹 96千円 　5ａ

水稲 　　　千円    ａ

野菜 全般 1千円 0.1ａ

果樹 　　　千円    ａ

畜産 千円    ａ

野菜 千円    ａ

果樹 千円    ａ

水稲 千円  　ａ

野菜 千円 　 ａ

水稲 ━ 　　　千円    ａ

野菜 ━ 　　　千円    ａ

水稲 ━ 　　　千円    ａ

野菜 ━ 　　千円    ａ

水稲 ━ 　　　千円    ａ

野菜 ━ 　　千円    ａ

水稲 ━ 　　　千円    ａ

果樹 千円    ａ

野菜 ━ 　　千円    ａ

対象鳥獣

①イノシシ　　②ニホンザル　　③タヌキ　　④アナグマ　　⑤イタチ・テン　　
⑥カラス　　⑦ドバト　　⑧ヒヨドリ　　⑨ヌートリア　　⑩ニホンジカ　　⑪アライグ
マ　
⑫ハクビシン　⑬ツキノワグマ

鳥獣の種類

　イノシシ

　ニホンザル

　タヌキ･イタチ
テン・アナグマ　等

　中型動物

　カラス・ドバト
　ヒヨドリ　等

　鳥類

　ヌートリア

　ニホンジカ

　アライグマ

　ハクビシン

ツキノワグマ
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　（２）被害の傾向

①イノシシ

　（ア）被害発生時期及び区域

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

　（イ）被害状況

・

・

　（ウ）生息状況

・

②ニホンザル

　（ア）被害発生時期及び区域

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

　（イ）被害状況

・

・

・

・ 観光地の石見銀山遺跡地内に多数の群れが出没しており、観光客への被害が懸念される。

・ 二番穂の放置が原因となり、収穫期の水稲への食害は毎年発生している。

　（ウ）生息状況

・

③中型動物（タヌキ・アナグマ･イタチ・テン等）

　（ア）被害発生時期及び区域

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

　（イ）被害状況

　・

　（ウ）生息状況

　・

があり、海辺部や市街地へ生息域が拡大している。

④鳥類（カラス・ドバト・ヒヨドリ）

　（ア）被害発生時期及び区域

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

　（イ）被害状況

・

　（ウ）生息状況

・

品目 区域

水稲 市内全域

野菜 市内全域

果樹 市内全域

被害は水稲が主で穂の食害、踏み荒らし等による稲の倒状。芋類等の食害被害が収穫期に発生。

防除が不十分な地域などに被害区域は拡大しているが、広域防護柵等や防除対策への取組が

十分な地域では被害が減少している。

豚熱の影響から生息数は減少傾向にあるものの、今後、免疫を獲得した個体が増えること
により生息数・生息域の回復が予想され、回復期の急激な被害増加が懸念される。

品目 区域

水稲 市内全域

野菜 市内全域

果樹 市内全域

被害は通年発生しており、防除対策を実施しているが、被害区域は市内全域へ拡大している。

被害対策に取組む一部の集落では被害の減少が見られるが、根本的な解決には至っていない。

収穫後の残渣、放任果樹や畑への生ごみ放置により、周辺の農作物被害を誘因している。

市街地では住民の餌付けや生ごみの処理問題などが原因で、はぐれザルが出没している。

市内全域で、目撃情報があり、住宅地への出没や被害等も増加していることから、生息数、群れ

の数、生息域ともに拡大していると考えられる。

品目 区域

野菜 市内全域

農作物の食害は減少傾向であるが、アナグマによる農地の掘り返し等の被害が増加している。

山間部を中心に生息していたが、住民の餌付けや生ごみの処理問題、空家など住みやすい環境

品目 区域

水稲 市内全域

果樹 市内全域

野菜 市内全域

カラスによる果樹や穀類被害は防除により減少しているが、収穫残渣、放任果樹等の被害が発生。

カラスは市内全域に生息している為、生息域は拡大傾向にある。
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⑤ヌートリア

　（ア）被害発生時期及び区域

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

　（イ）被害状況

　・

　・ 中型獣捕獲事業により農地周辺での捕獲対策が行われ農作物被害は減少している。

　（ウ）生息状況

・

繁殖力も強いことから、生息域は拡大傾向にある。

・

⑥ニホンジカ

　（ア）被害発生時期及び区域

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

　（イ）被害状況

・ 市南東部において造林木への食害が確認されたが、農作物への食害は軽微。

　（ウ）生息状況

・

・

⑦アライグマ

　（イ）被害状況

・ 農作物被害の報告はないが、生活環境被害が少数発生。

　（ウ）生息状況

・

⑧ハクビシン

　（イ）被害状況

・ 農作物被害の報告はない。

　（ウ）生息状況

・

⑨ツキノワグマ

　（ア）被害発生時期及び区域

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

　（イ）被害状況

・ 主として柿畑での被害が不定期に発生。

　（ウ）生息状況

・ 被害が発生する地域は限られているが、山間部だけでなく市内全域で目撃が報告されている。

品目 区域

水稲 市内全域

野菜 市内全域

水稲の食害が最も多く、水田では畦の破壊による漏水も起きている。

市内の河川、水路等で目撃情報があり、農業地だけでなく、市街地の家庭菜園等にも被害があり、

農地周辺での捕獲頭数は減少傾向にあるが、生息数・生息域は拡大していると考えられる。

品目 区域

造林木 市東部

茶用作物 市西部

邑智郡境の山間部の目撃情報のほか、捕獲頭数も増加しており、生息域は拡大傾向にある。

三瓶山周辺での繁殖を確認しており、農作物被害の発生が懸念される。

　（ア）被害発生時期及び区域

被害の発生は軽微であるが、捕獲頻度や目撃報告が増加していることから、生息頭数

は確実に増加しており、今後の生息域拡大、被害拡大が懸念される。

　（ア）被害発生時期及び区域

被害・生息の実態は見えないが、事故死骸の報告が数件寄せられており、いずれの個体も経産痕のある

メスであったことから生息は確実であり、今後の生息域拡大、被害拡大が懸念される。

品目 区域

柿 温泉津地区

特に人家等の人の生活圏での目撃・出没が増加傾向にある。
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　（３）被害の軽減目標

　（４）従来講じてきた被害防止対策

指標 イノシシ現状値（令和6年度） イノシシ目標値（令和10年度） ニホンザル現状値（令和6年度） ニホンザル目標値（令和10年度）

被害金額 4,374千円 3,061.8千円 2,749千円 1,924.3千円

被害面積 308a 215.6ａ 190.6a 133.4a

従来講じてきた被害防止対策 課題

生息環境管理
その他の取組

・鳥獣の生態や被害防除等の被害防止に関
する知識の普及のための研修会を実施

・緩衝帯の設置による被害を受け
にくい環境づくりは急務である
が、不在地主の増加により整備・
合意形成が困難な地域が多く存
在する

捕獲等に
関する取組み

・大田市鳥獣被害対策実施隊による有害捕
獲活動の実施

・地域の農業者で組織する団体と実施隊が
共同で捕獲対策に取組む体制の推進

・サル捕獲対策として狩猟免許取得への支
援制度を事業化し、併せて実施隊員の捕獲
技能向上に向けたくくりわな設置講習会の実
施

・実施隊員の指導の下、狩猟免許を有しない
農林業者が取組む中型獣捕獲制度の普及・
推進

・捕獲機材を購入し、農業者の団体及び実
施隊員へ機材の貸出を実施

・地域の農業者で組織する団体の協力を得
て、ICT機器（情報通信技術）等を活用しニ
ホンザルの捕獲を実施

・森林組合による奥山での二ホンジカ捕獲委
託事業の実施

・集落の高齢化や市施策方針の
変化により、地域住民と実施隊が
共同で取り組む捕獲体制の制度
設計が現状に合わないものとなっ
ている。

・近年サルによる農作物被害が広
範囲に及ぶようになり、家庭菜園
を含めた畑の被害の増加や稲へ
の作物被害が増えているが、市
全体として効果的な個体数調整
に至っていない。

・捕獲圧向上に必須となる捕獲個
体の埋設処分に替わる処理方法

・市街地周辺に出没する有害鳥
獣の捕獲及び関係機関との対策
検討

・ニホンザル被害対策に伴う捕獲
及び環境整備などへの集落の協
力体制の確立

防護柵の
設置等に関する
取組み

・地域の農業者で組織する団体が設置した
広域侵入防止柵の維持管理点検
　広域防護柵設置 66箇所　延長 103，253ｍ

・個別に取り組む小規模な防護柵設置補助

・集落全体で取組み守れる圃場づくり、正し
い防護柵、電気柵の設置方法、追い払い方
法等の研修を実施し、集落単位での意識改
革、普及啓発活動を継続実施

・サル被害の発生する地域にお
ける複合柵等の効果のある防護
柵の整備はコストや維持管理の
問題から普及が進んでいない状
況にあることから、補助事業等支
援制度の整備が急務

・農業者の高齢化等に伴い休耕
田や耕作放棄地が増加傾向にあ
り、集落内に効率的な防護柵の
設置がなされていない箇所が増
加している。また既設の防護柵の
除草など、維持・管理が困難にな
りつつあり、集落が一体となった
防護柵設置の推進が困難な集落
が増加している

・市街地などで生活環境へ被害
を与える有害鳥獣に対しての効
果的な侵入防止対策体制の確立
が急務
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　（５）今後の取組方針

○被害防止対策

１．地域ぐるみの被害対策の確立と農村集落の維持

２．大田市鳥獣被害対策実施隊の運用

３．防除対策

４．捕獲対策

６．情報の共有化

１．環境整備

　・「鳥獣からいかに地域を守るか」は農村集落の維持に直結しており、個々の農業者による対策では
なく、地域住民の意識改革による被害防除対策の確立に向けた取組みが必要である。
　地域の現状に則した対策を行うためにも地域・農地保全と鳥獣対策が一体となった集落・地域単位
の総合的な防除、農地保全を進める。

　・大田市鳥獣被害対策実施隊と地域の農業者団体が一体となった「防除」「捕獲」対策を推進する。

　・被害の発生した地域で、被害発生の原因を検証、適切な防除を行うために、実施隊と地域の農業
者が共同で集落単位による被害発生地域の被害対策を行う。
　・中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度等に取組む団体と連携し、集落単位の広域
防護柵の設置を推進する。
　・小・中規模農家に対する防護柵の設置の補助事業を継続し、地域に野生鳥獣を寄せ付けないた
めの意識づくりと合わせた防除体制の普及推進を図る。

　・特に被害の多い、イノシシ、ニホンザル、ヌートリアを中心に捕獲対策を実施する。
　・地域農業者の団体と実施隊が共同で捕獲活動を行い、併せて被害発生地域の防除指導を行う。
　・狩猟免許を有しない農林業者などを対象とした有害鳥獣捕獲事業を拡大し、地域からの特定外来
生物の完全排除を目指す。
　・ICT機器（情報通信技術）等を活用した、捕獲技術の導入や集落ごとのニホンザル追い払いを行
い、獣害に強い地域づくりを目指す。
　・GISを活用し、捕獲情報等を集積し、解析されたデータを元に、より効果的な捕獲対策を実施する。
　・特にサルの個体数調整を実現する手段として、実施隊員の増員とくくり罠による捕獲技術の向上を
図るため、狩猟免許取得日の補助や捕獲技術研修会の開催、捕獲猟具導入の支援等を実施する。

５．市街地・観光地の被害対策

　・市街地及び観光地では、野生鳥獣による被害発生の状況、人身被害の危険性などの検討及び各
関係機関（警察、学識経験者、大田市鳥獣被害対策実施隊等）と連携し、住民及び観光客の安全確
保のため捕獲の必要性が決定した場合は、決定機関の方針に従い、効果的で迅速な対応を行う。
　・野生鳥獣の出没及び被害発生時には、告知放送等により住民及び観光客に周知する。

　・農地地図や被害情報、捕獲情報などをGIS等により一元管理し関係機関と共有することで効果的
な被害防除施策の構築を図る。
　・各地域で発生する被害を把握したうえで、各種補助事業等を活用しながら地域の現状に則した対
策に活かしていく。

○生息環境管理

　・情報共有の結果をもとに集落環境整備等の推進に活用する。特に集落点検を実施することにより、
放任果樹の撤去（不在村の土地所有者へは行政が中心となって、放任果樹の除去の許可を得る）、
刈入れ後の稲のヒコバエなどの適正管理など集落を餌場にしないための環境管理を推奨する。
　また、本計画対象鳥獣以外の鳥獣についても、被害が発生した場合は、速やかに捕獲や被害防止
対策を実施することとする。
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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項

　（３）対象鳥獣の捕獲計画

　（１）対象鳥獣の捕獲体制

　（２）その他捕獲に関する取組

年度 対象鳥獣 取組内容

令和８年度
～

令和１０年度
全対象鳥獣

・実施隊と地域の農業者と共同での捕獲体制の拡充・改善。地域の
農業者が自ら捕獲による対処を行える体制の確立。
・地域の住民、農業者、行政が一体となった鳥獣被害・捕獲対策体
制を確立するとともに、農業者から意欲のある者を実施隊へ加入さ
せ捕獲体制の充実と推進に取組む。
・実施隊員に対し、サル、シカの被害対策・捕獲対策など研修会を
実施し、被害対策に関する知識及び捕獲技術の向上を図る。
　また、効果的かつ効率的な捕獲を実施するため、近隣の市町だけ
でなく広島県と広域的に対策を行うため、関係市町等で情報を共有
する。
・サルの被害及び捕獲対策に専門的に取組める人員を育成し、サル
の群れを対象とした重点的な被害・捕獲対策の実施に取組む。

　　捕獲計画数等の設定の考え方

　近年の捕獲数の推移状況、農林水産業への被害状況や被害防止対策の実施状況などを総合的に
勘案し、生態系に大きな影響が及ばないような捕獲計画を設定する。
　捕獲目標は、令和4年度～令和6年度（実績）の３ヵ年平均の捕獲実績を考慮し、生息状況を踏まえ
た捕獲計画数を設定する。

捕獲計画数等

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

　実施隊が被害対策のための調査・指導を行い、捕獲が必要と判断した場合に捕獲を行う。
　また、狩猟免許を有しない農林業者による有害鳥獣捕獲制度の導入により、地域の農林業者が参
加した捕獲体制を拡充する。
　狩猟免を有しない農林業者へ狩猟免許取得費用の助成等により狩猟免許取得を促し狩猟者の安
定確保と有害捕獲の担い手育成を図る。　
　市街地周辺で生息を確認しているニホンザルの群れについては、その加害レベルにかかわらず業
務委託等により速やかに全頭排除を行う。
　人の生活圏における大型獣等の出没に備え、一定数の対象鳥獣捕獲員へのライフル所持を促進
する。

対象鳥獣
Ｒ4～R6

平均捕獲数

イノシシ 565頭 ７５０頭 ７５０頭 ７５０頭

ニホンザル 84頭 ２００頭 ３００頭 ３００頭

ニホンジカ 9頭 ３０頭 ３０頭 ３０頭

タヌキ･イタチ
テン・アナグマ

等
中型動物

22頭 ８０頭 ８０頭 ８０頭

カラス・ドバト
ヒヨドリ等
鳥　類

38羽 １００羽 １００羽 １００羽

ヌートリア 63頭 １２０頭 １２０頭 １２０頭
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

　（４）許可権限委譲事項

４．防護柵の設置等に関する事項

　(1)侵入防止柵の整備計画

　（２）侵入防止柵の管理等に関する取組

　　捕獲等の取組み内容

対象鳥獣 項目

捕獲期間

捕獲区域

被害時期

捕獲期間

捕獲区域

被害時期

捕獲期間

捕獲区域

被害時期

捕獲期間

捕獲区域

被害時期

捕獲期間

捕獲区域

被害時期

捕獲期間

捕獲区域

被害時期

※被害発生時には鳥獣保護管理法に基づき、条件を満たす者（実施隊以外の者）に対し捕獲を
許可する。
※中型獣の捕獲は、非狩猟免許所持者を含め、小型箱ワナ等を中心に捕獲を行う。
※ツキノワグマについては、島根県特定鳥獣保護管理計画に基づき対応する。

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容

　大型獣の捕獲は従事者に危険性が伴うため、射程距離の長いライフル銃を使用することで接近
せず、安全を確保し捕獲を容易にする必要があるため。

ライフル銃使用時の条件について
　・捕獲対象は大型獣（イノシシ・ニホンジカ・ツキノワグマ）であること。
　・鳥獣捕獲許可証及び従事者証に記載されている期間及び場所であること。
　・捕獲条件により、ライフル銃以外の手段で捕獲を実施できない場合であること。

対象地域 対象鳥獣

該当なし 該当なし

整備内容

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

全般
　防護柵　　１０，０００ｍ

（広域防護柵・個人防護柵）
　防護柵　　１０，０００ｍ

（広域防護柵・個人防護柵）

　防護柵　　１０，０００
ｍ

（広域防護柵・個人防護

取組内容

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

上記以外の鳥獣
原則、大田市の防護柵設置補助事業により対応。
ただし、被害の規模や生息等の状況により必要と判断される場合は、上記獣類
の整備に合わせ対応する侵入防止柵を一体的に整備する。

イノシシ

※捕獲方法
ワナ、銃器

ニホンザル

※捕獲方法
ワナ、銃器

中型動物

※捕獲方法
ワナ

鳥類

※捕獲方法
銃器

特定外来生物

※捕獲方法
ワナ

ニホンジカ

※捕獲方法
ワナ、銃器

対象鳥獣

対象鳥獣

イノシシ　
二ホンジカ

耐用年数に達する侵入防
柵の把握と新規整備にかか
る要望量の把握

要望地区の取りまとめと整
備計画の策定

侵入防止策の整備及
び維持管理

ニホンザル
複合柵の整備状況と整備
地区の整理及び要望量の
把握

要望地区への複合柵の整備維持管理

大　田　市　全　域

大　田　市　全　域

大　田　市　全　域 被害発生箇所に限り

大　田　市　全　域 被害発生箇所に限り

大　田　市　全　域大　田　市　全　域 被害発生箇所に限り

大　田　市　全　域 被害発生箇所に限り大　田　市　全　域 被害発生箇所に限り

被害発生箇所に限り
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５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある

　場合の対処に関する事項

　（１）関係機関等の役割

※５者により対処方法（捕獲や追い込み等）を協議・決定する。

　（２）緊急時の連絡体制

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項

年度 対象鳥獣 取組内容

関係機関等の名称 役　　割

西部農林水産振興センター県央事務所有害鳥獣の情報提供・助言、麻酔銃使用による協力

大田警察署
住民の安全確保、不測の緊急事態への警察官職務執行法第
４条第１項による対応

大田市猟友会 有害鳥獣捕獲活動への協力・情報提供

大田市鳥獣被害対策実施隊 市及び警察の指示により捕獲など実施

大田市
住民の安全確保、関係機関へ緊急告知・周知、捕獲許可、実
施隊へ捕獲などの指示
人の生活圏における出没にあっては緊急銃猟の実施

市民 → 大田警察署 → 大田市役所 → 関係機関 （西部農林水産振興センター 県央事務所  ・ 
大田市猟友会・大田市鳥獣被害対策実施隊）

　捕獲した有害鳥獣は、環境に配慮し適切に埋却処理等を行うこととするが、捕獲従事者等の負
担軽減を図るための処理方法（焼却施設、集合埋設）について関係機関と協議する。
　また、近隣ジビエ施設への捕獲個体の持ち込みについて継続的に協議する。

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関す
る事項

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法

食品

ペットフード

皮革 ―

その他
（油脂、骨製品、
角製品、動物園
等でのと体給
餌、学術研究等）

―

令和
８年度

～
令和

１０年度

全般

　生息環境管理に係る緩衝帯の設置、里地里山の整備、放任果樹の除
去、については被害発生地域において実施隊による調査を行い、有害鳥
獣の出没・生息状況を把握するとともに、必要に応じて集落点検を実施し
たうえで地域の実情・特性に則した適切な方策を実施する。
　生息環境対策は地域が主体となった実施が必要であることから、被害防
止に関する研修会等を実施し、知識の普及啓発を積極的に行なってい
く。

　イノシシ等、地域の有効な資源（ジビエ、ペットフード等）として民間団体の協
力を得ながら利活用について検討を進め、近隣市町と連携し取組を支援する。
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９．被害防止施策の実施体制に関する事項

　（１）協議会に関する事項

　（２）関係機関に関する事項

　（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項

　（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

協議会の名称 大田市鳥獣被害対策協議会

構成機関の名称 役　　割

大田市猟友会 捕獲技術の向上と野生鳥獣の生態把握のための技術指導。

島根県農業協同組合　石見銀山地区本部
営農活動に於ける被害状況の把握と鳥獣被害情報の提供を
行う。

島根県農業共済組合　石見支所 水稲被害など状況の把握と鳥獣被害情報の提供を行う。

大田市森林組合 有害鳥獣生息環境など関連情報の提供を行う。

島根県鳥獣保護管理員
鳥獣の保護に関する情報及び有害鳥獣関連情報の提供を行
う。

大田市鳥獣被害対策実施隊 被害対策のための、防除指導及び加害個体の適切な捕獲を行う。

大田市農林水産課
被害防除、捕獲対策関係の指導及び協議会事務局の運営、
関係機関との連絡調整を行う。

関係機関の名称 役　　割

島根県中山間地域研究センター
アドバイザーとして、有害鳥獣関連情報並びに被害防止技術
指導の提供を行う。

西部農林水産振興センター
県央事務所

有害鳥獣関連情報の提供とアドバイザーとして助言と支援を
行う。

　実施隊員　95名　（銃免許所持者 ４１名　　わな猟免許所持者 ９３名）　※ 令和6年4月１日現在

　　別添参照：大田市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

　大田市鳥獣被害対策協議会が中心となり、地域の集落協定団体、地域の住民とともに、地域の
現状に則した効果的な被害防止策の導入をめざす。

　地域の農地保全及びまちづくりのために、関係機関（農業、林業、土木、地域政策、防災）との情
報共有をおこない、ICT等新技術を導入し適切な被害対策を進めていく必要がある。
　専門家による研修会を開催し、効果的な被害防止対策等について啓発活動を行う。
　鳥獣被害対策に関わる地域でのリーダー育成に努め地域の体制強化を図る。
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